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オ従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。
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より良い医療が可能に!

本人が同意をすれば、初めて 17ヽ
の医療機関でも、特定健診 

「

ン

情報や今までに使った薬剤

情報が医師等 と共有でき、 .‐曇檸椰
より適切な医療が受けられ  '′ ′

るようになります。      ~

嘲魏
自身の健康管理に役立つ !

軍声
なつて鶴
饉撃量

マイナポータルで、2021年
10月 までに、自分の特定健

診情報を順次閲覧できるよ

うになり、2021年 10月 (予

定)か ら自分の薬剤情報を

開覧できるようになります。
半特定健診情報の開覧は、医療

保険者によつて開始時期が異な

ります。
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マイナンバーカードを
カードリーダーに置く

ぽ
X特定健診情報の閲覧は、医療保険者によって開始時期が

異なります。
X薬剤情報は2021年 10月 開始 (予定)。
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カー ドの顔写真 を機器 で確認 します。
・:‐ 顔写真は機器に保存されません。

マイナンバーカー ドのiCチ ップにある電子
証明書により医療保険の資格をオンラインで

確認します。

オンラインで
医療費控除がより簡単に!

マイナポータルで、2021年 11月 (予 定)か ら

自分の医療費通知情報が閲覧できるようにな

ります。

また、2021年分所得税の確定申告から、医療費

控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費

通知情報の自動入力が可能となります。

n
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医療保険の

資格確認が
スムーズに !

カー ドリーダーで顔写真を

確認すれば、スムーズに医療

保険の資格確認ができ、医療

機関や薬局の受け付けにお

ける事務処理の効率化が

手続きなじで限度額を超える
一時的な支払が不要に!

限度額適用認定証がな くても、高額療養費制度

における限度額を超える支払が免除されます。
X自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が
必要です。

健康保険証
として

ずつと使える!

鰈 蝙

利用申込はカンタン !

マイナンバーカー ドを健康保険証 として

利用するためには、申込が必要です。利用

の申込は、マイナポータル*や セブン銀行

のATMでできます。医療機関・薬局の顔認証

付 きカー ドリーダーでも利用申込できま

すが、待ち時間短縮のため、事前の申込を

お勧めします。

(*)子 育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできた I,

行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。 瘍 瘍 玲
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マイナンバー(12桁の数字)は使いません !

マイナンバーカー ドの健康保険証利用には、lCチ ップの

中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁 の数

字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイ

ナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療

情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

医療費の

事務コストの

削減 !

医療保険の請求誤り等が減少

することから、医療保険者等
の事務処理コス トが削減で

き、持続可能な制度運営につ

ながる見込みです。

就職や転職、引越 を しても、

マイナンバーカー ドを健康

保険証 としてずっと使 うこ

とができます。

医療保険者が変わる場合は、

加入の届出が引き続 き必要期待できます。

です。
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(公社)佐渡法人会だより No.44 6

令和3年 10月 1日から「登録申請書」受付開始 ノ

令和5年 10月 1日から「適格請求書等保存方式 (イ ンボイス制度)」 が導入されます。
「適格請求書発行事業者(登録事業者)」 のみが適格請求書 (イ ンボイス)を交付することができます。
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売手が買手に対して、正確な適用税率や消費

税額等を伝えるものです。具体的には、現行

の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用

税率」及び「消費税額等」の記載が追加され

たものをいいます。

現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

<区分記載請求書 (現行)> ～令和 5年 9月 <インボイス> 令和 5年 10月 ～

【記載事項】

① 請求書発行事業者の

氏名又は名称
2取引年月日

'3取 引の内容 (軽減対象税

率の対象品目である旨)

0税率ごとに区分して

合計した対価の額

0書類の交付を受ける事

業者の氏名又は名称

請求書
〇〇は)御 中

(株)△ △

●年■月分

■月▲日 割りばし   550円
■月▲日 牛  肉 ※ 5,400円

合 計   43.600円

(10%対象 22.000円 )

(8%対象 21600円 )

※は軽減税率対象

○○欄御中
請求書

{欄 △△ (T121生 ■)

●年■月分

■月▲日 割りばし   550円
■月▲日 牛  肉 ※ 5,400円

【記載事項l

区分記載請求書に以下の

事項が追加されたもの

① 登録番号

《課税事業者のみ登録可》

② 適用税率

③ 税率ごとに区分した

消費税額等合 計

|「・1対象 22,000円
81,対 象 21,600円

※は軽減税率対象

内税
内税

43,600円

を000巴

上塁坐巴

afll3rFlotrlE +T0s+3tr318 +T0s+10tr18
l.:.:.j:t.llit:t.r;.ii.f ,'.r,.i.tr:,:1i,,:.1.::j:r,r,:t;,::1,.irir,tr:.i,iil I 

)
登録申請書の

受付開始
インボイス制度

の導入

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書 (登録申請書 )」 の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※ 登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T十 法人番号」、それ以外の事業者の方は「丁+13桁の数字 (新

たな固有の番号)」 が登録番号となります。

A

公益社団法人 佐渡法人会では、別紙チラシのとお

り税務研修会 「基礎からわかるインボイス制度」を開

催いたしますので、ぜひ受講ください。

舞

lヽ′′

消費税 インポイス制度
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激
甚
化
す
る
自
然
災
害
か
ら
従
業
員
を
守
れ

日
刊
工
業
新
聞
社
　
岡
　
田
　
直
　
樹

東
日
本
大
震
災
か
ら
１０
年
が
経

っ
た
が
、
貴
社
の
防
災
対
策

は
進
展
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
流
行
が
長
期
化
す
る
中
で
、
地
震
、
台
風
、
豪
雨
な
ど
の
自

然
災
害
に
見
舞
わ
れ
る

「複
合
災
害
」
の
リ
ス
ク
が
高
ま

っ
て

い
る
。
本
社
工
場
な
ど
拠
点
が
限
ら
れ
る
中
小
企
業
で
は
、
事

業
継
続
計
画

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
の
策
定
な
ど
事
前
の
備
え
が
存
続
を

左
右
す
る
。
従
業
員
の
安
全
を
守
る
と
こ
ろ
か
ら
対
策
に
着
手

し
た
い
。

間
も

な
く
本
格

的

な
台

風

シ
ー
ズ

ン
に
突

入
す

る
。

２
０
１
９
年
１。
月
に
発
生
し
た
令
和
元
年
東
日
本
台
風

（台
風

１９
号
）
は
、
静
岡
県
や
新
潟
県
、
関
東
甲
信

。
東
北
地
方
な
ど

広
域
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

２４
時
間
の
降
水
量
は

１
０
３
地
点
で
観
測
史
上
最
高
と
な
る
な
ど
記
録
的
な
大
雨
と

な
っ
た
ｃ

中
央
防
災
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
報
告
に
よ
る
と
、

台
風
１９
号
に
よ
り
屋
外
で
亡
く
な
っ
た
５０
人
の
う
ち
「仕
事
中
」

「通
勤

。
帰
宅
中
」
の
被
災
が
３
割
弱
含
ま
れ
る
。
企
業
は
率

先
し
て
従
業
員
の
安
全
確
保
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

内
閣
府
は
今
年
４
月
、
企
業
の
事
業
継
続
能
力
向
上
の
た
め

の
基
本
的
な
考
え
方
を
ま
と
め
た
「事
業
継
続
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

を
改
定
し
た
。
気
候
変
動
に
伴
う
風
水
害
の
激
甚

・
頻
発
化
と

い
う
近
年
の
災
害
特
性
を
踏
ま
え
、
従
業
員
の
安
全
確
保
に
よ

り
注
力
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
台
風
や
豪
雨
で
公
共
交
通
機
関
が
計
画
運
休

と
な
る
な
ど
出
勤
や
退
勤
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

場
合
は
、
計
画
休
業
や
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
、
特
別
休
暇
の
取

得
な
ど
に
よ
り
、
危
機
が
去
る
ま
で
従
業
員
を
待
機
さ
せ
る
こ

と
が
重
要
と
し
て
い
る
ｃ

天
候
が
悪
化
す
る
中
で
従
業
員
を
帰
宅
さ
せ
る
場
合
は
、
特

段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

５０
人
の
半
数
以
上
は
車
で
移

動
中
に
亡
く
な
り
、
そ
の
８
割
強
は
水
害
に
よ
る
も
の
だ
。
立

体
交
差
の
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
が
冠
水
し
、
車
ご
と
深
み
に
は
ま
る

痛
ま
し
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
設
備
管
理
な
ど
で
出

社
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
従
業
員
は
、
工
場
が
高
台
な
ど
に
あ

り
安
全
を
確
保
で
き
る
な
ら
、
職
場
に
留
ま
る
こ
と
も
有
効
な

選
択
肢
に
な
る
。
台
風
な
ど
の
進
行
型
災
害
で
は
準
備
の
時
間

が
あ
る
。
自
社

へ
の
影
響
が
最
大
化
す
る
と
み
ら
れ
る
時
刻
か

ら
逆
算
し
、
早
め
に
避
難
体
制
を
整
え
て
お
く
。
こ
う
し
た
タ

イ
ム
ラ
イ
ン
防
災
の
視
点
に
立
ち
、
従
業
員
の
生
命
を
守
る
こ

と
か
ら
自
然
災
害
に
強
い
組
織
づ
く
り
を
進
め
た
い
ｃ

産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
鈴
木
工
業

（仙
台
市
若
林
区
）
は
、

東
日
本
大
震
災
で
５
メ
ー
ト
ル
を
超
す
津
波
に
よ
り
処
理
施
設

の
機
能
を
喪
失
し
た
が
、
平
時
か
ら
積
み
重
ね
て
き
た
訓
練
が

生
き
た
。
従
業
員
が
す
ぐ
に
大
型
発
電
機
を
手
配
し
ピ
ン
チ
を

し
の
げ
た
。
焼
却
炉
を
稼
働
さ
せ
る
に
は
撹
拌
や
送
風
に
電
力

が
要
る
。
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
は
当
面
難
し
い
と
読
ん
だ
。

各
調
査
機
関
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
東
日
本
大
震
災
以

降
、
中
小
企
業
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
率
は
漸
増
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

全
体
の
２
割
に
満
た
な
い
。
鈴
木
工
業
の
鈴
木
伸
爾
社
長
は
「
で

き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
ほ
し
い
。
費
用
を
か
け
ら
れ
な
い
中

小
企
業
で
は
、
従
業
員
の
防
災
意
識
を
高
め
る
な
ど
ソ
フ
ト
面

の
対
策
が
肝
に
な
る
」
と
話
す
ｃ

従
業
員
の
個
別
事
情
を
考
慮
の
う
え
、　
一
枚
紙
に
各
人
の
初

動
対
応
を
ま
と
め
て
社
内
共
有
し
、
い
ざ
と
い
う
時
に
遅
滞
な

く
発
動
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
だ
け
で
効
果
が
あ
る
ｃ

鈴
木
工
業
で
は
安
否
確
認
を
迅
速
に
行
え
る
よ
う
、
従
業
員

が
社
内
の
緊
急
連
絡
先
や
家
族
の
電
話
番
号
を
記
し
た
防
災

カ
ー
ド
を
携
帯
し
て
い
る
。
ア
ナ
ロ
グ
的
な
手
法
も
活
用
し
、

堤
防
よ
り
心
の
壁
を
高
く
し
て
お
き
た
い
ｃ

【筆
者
紹
介
】

岡
田
直
樹
（お
か
だ
。な
お
き
）

１
９
８
４
年
、

日
刊
工
業
新
聞
社
入
社
ｃ
記
者
と
し
て
、
金
融
。電
機
・情
報
通
信

な
ど
の
産
業
界
、
総
務
省
。経
済
産
業
省
。内
閣
府
な
ど
の
官
庁

を
担
当
。
論
説
委
員
、
論
説
委
員
長
、
日
刊
工
業
産
業
研
究
所
長

を
経
て
、
特
別
論
説
委
員
。
埼
玉
県
出
身
。
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轟解は6
Cの「ポテトチップス税」は、国民の

大り過ぎが社会問題になつていた

ハンガリーでつくられた税。食べ過

ぎをおさえることで、肥満を予防

しようとしたんだ。100グラムのポ

テトチップスにかかる税金は約10
円。苦はロシアの「ひげ税」やイギリ

スの「窓税」など、世界にはおもしろ

い税金がたくさんあつたんだよ。
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〓褐

法人会の「経営者大型総合保障制度」は1971年 に創設されました。
想いをつないで50年。これからも会員のみなさまと共に歩み、
企業保障の大きな傘で会員のみなさまをお守りしてまいります。

ヽ

ヽ″

」明|』り 大同生昴保険株式会社 区Kヨ AIC損害保険株式会社

新潟支社/

新潟県新潟市中央区上大川前通六番町1214-2(大同生命新潟ビル4F)

丁EL 025‐ 228-6226

新潟支店

新潟県新潟市中央区上大川前通六香町1214‐ 2(大同生命新潟ビル6F)

丁EL 025-223-6231


